
笹井配水場電気計装設備等更新工事実施設計業務委託 

標準一般仕様書・特記仕様書 

 

【標準一般仕様書 】 

 

第１章 総則 

１．適用範囲 

本仕様は、狭山市（以下「甲」という。）が受注者（以下「乙」という。）へ委託する

「笹井配水場電気計装設備等更新工事実施設計業務委託」（以下、「本業務」）に適用する

ものとする。 

 

２．業務の目的 

本業務は、特記仕様書に示す事項に係る検討を実施し、笹井配水場における電気計装

設備等更新工事に向けての詳細設計を行う。 

 

３．一般仕様書の適用 

本業務は、本仕様書に従い施行しなければならない。ただし、特別な仕様については、

特記仕様書に定める仕様に従い施行しなければならない。 

 

４．費用の負担 

本業務の検査等に伴う費用は、本仕様書に明記のないものであっても、原則として乙

の負担とする。 

 

５．法令等の遵守 

乙は、本業務の実施に当たり、関連する法令等を遵守しなければならない。 

 

６．中立性の保持 

乙は、常にコンサルタントとしての中立性を堅持するように努めなければならない。 

 

７．秘密の保持 

乙は、本業務の処理上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。これは契約の終了又

は解除後も同様とする。また、乙は成果品（業務の過程で得られた記録、各種情報等を

含む）を甲の許可なく第三者に公表、閲覧、複写、貸与、譲渡もしくは無断使用しては

ならない。契約の終了又は解除後も同様とする。なお、乙は本業務における個人情報の

取扱いに当たっては、個人情報の保護の重要性を十分認識し、個人の権利利益を侵害す

ることのないように努めなければならない。 

 

８．公益確保の責務 

乙は、本業務を行うに当たっては公益の安全、環境その他の公益を害することの無い



ように努めなければならない。 

 

９．提出書類 

乙は、本業務の着手及び完了に当たって甲の契約約款に定めるものの外、下記の書類

を提出しなければならない。 

（１）着手通知書 （２）工程表工程表 （３）管理技術者通知書 （４）職務分担表 

（５）完了通知書 （６）納品書 （７）業務委託請求書等 

なお、承認された事項を変更しようとするときは、その都度承諾を受けるものとする。 

 

１０．管理技術者及び技術者 

（１）乙は、管理技術者、照査技術者及び技術者をもって、秩序正しく業務を行わせると

ともに、高度な技術を要する部門については、相当な経験を有する技術者を配置しな

ければならない。 

（２）管理技術者は、技術士（総合技術監理部門「電気電子－電気設備」又は、総合技術監理

部門「上下水道－上水道及び工業用水道」）の資格を有するものとし、業務の全般に渡り

技術的管理を行わなければならない。 

（３）照査技術者は、技術士（電気電子部門「電気設備」又は、上下水道部門「上水道及び工

業用水道」）の資格を有するものとする。設計図書に定める又は監督員の指示する業務

の節目ごとにその成果の確認を行うとともに、照査技術者自身による照査を行う。 

（４）管理技術者と照査技術者は職務を兼任することはできない。 

 

１１．工程管理 

乙は、常に業務の進捗状況について把握し、工程表どおりの円滑な進行に努めなけれ

ばならない。また、工程に変更が生じた場合には、速やかに変更工程表を甲に提出し、

協議しなければならない。 

 

１２．成果品の審査及び納品 

（１）乙は、成果品完成後に甲の審査を受けなければならない。 

（２）乙は、成果品の審査において、甲から訂正を指示された箇所は、直ちに訂正しなけ

ればならない。 

（３）乙は、業務の審査に合格後、成果品一式を納品し、甲の検査員の検査をもって、業

務の完了とする。 

（４）業務完了後において、明らかに乙の責に伴う業務の瑕疵が発見された場合、乙は直

ちに当該業務の修正を行わなければならない。 

 

１３．関係官公庁等との協議 

乙は、関係官公庁等と協議を必要とするとき又は協議を受けたときは、誠意をもって

これに当り、この内容を遅滞なく甲に報告しなければならない。 

 



１４．資料の貸与 

（１）乙は、本業務の遂行上必要がある場合は、甲の所有する資料の貸与を要請すること

ができる。 

（２）甲は、乙から上記により資料の要請があり、その必要性を認める場合は、要請され

た資料を貸与するものとする。 

（３）甲から貸与される資料について、乙は必ず「借用書」を提出し、資料の汚損、減失

及び盗難等の事故がないように取り扱い、使用後は速やかに返却するものとする。 

（４）乙は、貸与された資料を他の目的に使用してはならない。 

 

１５．参考文献等の明記 

本業務に文献その他の資料を引用した場合は、その文献、資料名を明記するものとする。 

 

１６．証明書の交付 

必要な証明書及び申請書の交付は、乙の申請による。 

 

１７．疑義の解釈 

本業務の実施について、本仕様書に定めのない事項及び疑義を生じた場合は、甲と乙

が協議を行い、協議が成立しない時は甲の指示に従うものとする。 

 

１８．損害賠償 

乙は、本業務実施中に生じた諸事故に対して一切の責任を負い、甲に発生原因、経過、

被害の内容を速やかに報告するものとする。また、損害賠償等の請求があった場合は、

一切を乙において処理するものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第２章 計画 

１．一般的事項 

乙は、調査、計画及び設計にあたり、十分な検討を加えるとともに問題点及び疑義等

が生じたときは遅滞なく打合わせを行うものとする。 

（１）乙は、契約図書に基づき業務を行う。 

（２）乙は、契約図書に明記していない事項であっても、業務の目的を達成する上で必要

と認められる事項は実施する。 

（３）乙は、契約後速やかに業務計画書を甲の担当者に提出して承諾を受ける。担当者に

提出して承諾を受ける。 

（４）乙は、業務に先立ち十分な資料の精査および現場調査を行い、適用基準等に基づき

資料を作成するものとする。なお、現場調査時に現場写真を撮影し、整理のうえ成果

品と共に提出する。 

（５）作成する作成する図面等の図面区分、縮尺用紙サイズ等については甲の担当者と協

議担当者と協議する。 

（６）設計等の作業に当たり、代価、手間等の積算については根拠等を明確にし、書類作

成を行う。 

 

２．業務の手順業務の手順 

（１）本業務は、十分に協議を行い実施するものとする。 

（２）管理技術者は、主要な打ち合わせには必ず出席しなければならない。 

（３）乙は、打ち合わせには議事録をとり、内容を明確にして甲に提出しなければならな

い。 

 

３．現地調査 

現地調査は計画対象区域のみならず、区域外であっても関連のある地区については、

全ての業務内容において十分な調査を行わなければならない。 

 

４．調査及び計画 

乙は、甲より提供した資料、乙が調査収集した資料及び関係者の打ち合わせ結果等を

十分検討したうえで調査及び計画を実施すること。 

 

５．まとめと照査 

乙は、作業項目における方針の確定・確認及び作業内容の照査を行う。 

  



【特記仕様書】 

第３章 業務概要 

１．業務名 

笹井配水場電気計装設備等更新工事実施設計業務委託 

 

２．特記仕様の適用範囲 

本仕様は、笹井配水場電気計装設備等更新工事実施設計業務委託一般仕様書に定める

特記仕様書とし、この仕様書に記載されていない事項は前記一般仕様書によるものとす

る。 

 

３．業務の目的 

本業務は、笹井配水場において通常運転に支障をきたすことなく、電気計装設備、次

亜塩素注入設備及びオートバルブ等を更新するための基本及び詳細設計を行うものであ

る。 

 

４．契約期間 

契約締結の日から令和８年３月３１日まで 

 

５．業務場所 

笹井配水場（狭山市大字笹井７１９番地） 

 

６．施設の概要 

（１）No.1、2 配水池 

容  量     高区容量 １，７００㎥×２ 低区容量 ５，２００㎥×２ 

本体構造   ＰＣ造 

築造年度   平成８年度 

配水方式   自然流下方式 

（２）管理棟 

 鉄筋コンクリート造２階建  延床面積 ３９０．４㎡ 

１階 ポンプ室、発電機室 ２階 電気室 

（３）計装設備 

監視操作盤４面（KP）、補助継電器盤（RY）中継端子盤（TB） 

インタフェース盤(TB-S1) 

（４）次亜塩素注入設備  

注入ポンプ   ５５mℓ／min(Max) ２台 

次亜塩素貯槽 １．０㎥ １槽 ０．２㎥ １槽 

（５）オートバルブ １台 

口径 φ４００ 製造年 平成８年 

（６）無停電電源装置蓄電池 



ＡＨＨ４０ＳＥ ８６セル 製造年 平成２４年 

 

７．業務の内容 

設計協議等 

（１）設計協議 

   第１回打合せ  仕様書の内容確認(内容把握、設計工程、方針、管理運用面におけ

る検討事項の内容等)、借用資料等の確認 

      中間打合せ   業務作業中に発生する諸条件(設計計画、各種計算、設計図作成、

数量計算等)に発生する諸条件に関する確認 

   最終打合せ   業務作業完了時における総括説明、成果品納入 

（２）現地調査     

既存資料の確認を行ったうえで、仮設の必要性、施工方法の検討等、設計に必要と

なる情報を確認する 

（３）既存資料収集・整理   

既存資料の確認を行い、現地の状況やシステムの構成等を把握する     

 

電気計装設備等更新工事設計 

（１）基本条件の確認 

   施設整備において基本となる事項について，必要に応じ現地調査により現況を把握

したうえで、検討・整理を行う 

（２）配置計画の検討 

既存施設を稼働させながらの施工に支障をきたさないように、設備等の配置に関す

る検討 

（３）段階的水運用の検討 

   既存施設の運用方法や配管等の切替手順、仮設備の必要性の検討 

（４）施工方法検討 

基本条件、配置計画を基に施工方法や既存施設からの切替え手順等を検討 

（５）設計計画 

特記仕様書に示す業務内容の確認 

業務概要、実施方針、工程計画等の決定 

使用する主な図書及び基準の確認 

仮設設備の設置等の設計条件の確認 

（６）計算(機能) 

設計計画に基づく施工手順書、仮設設備に係る各種計算 

（７）設計図作成 

諸条件に基づく、工事特記仕様書、見積仕様書、全体平面図、フロー図、各種配置・

配線図、盤図、単線結線図、システム構成図、付帯設備関連図、仮設計画図、その他必

要図面等の作成 

（８）数量計算 



設計図に対して、数量算出基準に基づく数量算出及び工事設計書の作成 

工事予算要求時に概算工事費を算出 

（９）撤去設計 

更新対象機器等の撤去に関する図面作成及び数量計算 

（10）審査 

設計計画の妥当性、各種計算書、設計図及び計算書と設計図の整合に関する照査 

 

更新対象設備 

下表に示す設備を更新対象とする。 

電気設備 無停電電源装置(蓄電池交換) 

計装設備 

監視操作盤４面（KP）、補助継電器盤（RY） 

中継端子盤（TB）、インタフェース盤(TB-S1) 

配線設備一式 

機械設備 
次亜塩素注入設備      一式 

オートバルブφ４００    １台 

 

８．成果品 

受注者は、業務が完了したときは、遅滞なく下記の成果品を提出する。提出部数は各２

部（電子データを入力したＣＤ－ＲＯＭ等は１部）を基本とし、市担当者の指示のある場

合は指示による。 

（１）検討資料集等 

（２）設計図 

（３）数量計算書 

（４）概算工事費積算書 

（５）特記仕様書 

（６）工程表 

（７）上記を作成した電子データ  

（８）ＣＡＤにより図面等を作成した場合は、ＣＡＤデータ 

（９）その他必要なデータ   

※電子データ・ＣＡＤデータについてはＣＤ－ＲＯＭ等で提出し、業務名称、使用した

計算表・ＣＡＤソフト名、よび記録年月日等を明記したラベルを貼る。 

 

９．適用基準等 

適用法令、基準、図書については最新版を採用する。 

（１）水道法 

（２）建築基準法 

（３）水道施設の技術的基準を定める省令       厚生労働省 

（４）水道施設耐震工法指針・解説          (公社)日本水道協会 

（５）水道施設設計指針               (公社)日本水道協会 



（６）水道施設維持管理指針             (公社)日本水道協会 

（７）浄水施設の機能診断・機能改善に関する技術資料 (公財)水道技術開発センター 

（８）水道施設機能診断の手引き           (公財)水道技術開発センター 

（９）水道事業のガイドライン            (公社)日本水道協会 

（１０）水道施設更新指針              (公社)日本水道協会 

（１１）土木構造物標準設計             国土交通省 

（１２）コンクリート標準示方書           (公社)土木学会 

（１３）鉄筋コンクリート構造設計基準・同解説    (一社)日本建築学会 

（１４）その他、関係諸法令および準拠する必要のある法令、規格、関連通達等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


